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公                        告公                        告公                        告公                        告

◎九州旅客鉄道株式会社公告第九州旅客鉄道株式会社公告第九州旅客鉄道株式会社公告第九州旅客鉄道株式会社公告第５５５５号号号号

　ＩＣカード乗車券取扱規則（平成21年２月５日九州旅客鉄道株式会社公告第11号）の一部を次

のように改正し、平成28年６月10日から施行します。

平成 28年6月6日

九州旅客鉄道株式会社　　　　　　

  代表取締役社長 青柳　俊彦　　

別表第５表中

「

尼崎交通事業振興株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　」　を

「

　尼崎交通事業振興株式会社

能勢電鉄株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　」　に改める。

附則を削る。
 　　


